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○
環
境
省
告
示
第
三
号

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環
境
省
令
第
三

十
三
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ホ
の
規
定
に
基
づ
き
、
雨
水
そ
の
他
の
水
が
浸
入
し
た
場
合
に
溶
出
す
る
事
故

由
来
放
射
性
物
質
の
量
が
少
な
い
特
定
廃
棄
物
の
要
件
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
十
三
日

環
境
大
臣

細
野

豪
志

雨
水
そ
の
他
の
水
が
浸
入
し
た
場
合
に
溶
出
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
量
が
少
な
い
特
定
廃
棄
物
の
要
件

等

（
雨
水
そ
の
他
の
水
が
浸
入
し
た
場
合
に
溶
出
す
る
事
故
由
来
放
射
性
物
質
の
量
が
少
な
い
特
定
廃
棄
物
の
要
件
）

第
一
条

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ホ
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｋ
〇
〇
五
八

－

一
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
作
成
し
た
当
該
特
定
廃
棄
物
に
係
る
検
液
に
つ
い
て
、
別
表
に
掲
げ
る
機
器
を
用
い
て
測
定
し
た
結

果
、
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
が
百
五
十
ベ
ク
レ
ル
毎
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
不
透
水
性
土
壌
層
の
要
件
）

第
二
条

規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ホ

の
規
定
に
よ
り
設
け
る
不
透
水
性
土
壌
層
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の

(2)

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

厚
さ
が
お
お
む
ね
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
透
水
係
数
が
毎
秒
十
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
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あ
る
ベ
ン
ト
ナ
イ
ト
そ
の
他
の
材
料
の
層
で
あ
る
こ
と
。

二

厚
さ
が
お
お
む
ね
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
透
水
係
数
が
毎
秒
一
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ

る
水
密
性
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
層
で
あ
る
こ
と
。

三

前
二
号
の
層
と
同
等
以
上
の
遮
水
の
効
力
を
有
す
る
層
で
あ
る
こ
と
。

別
表１

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
半
導
体
検
出
器

２
Ｎ
ａ
Ｉ

（Ｔ
ｌ

）シ
ン
チ
レ

ー

シ
ョ
ン
ス
ペ
ク
ト
ロ
メ

ー

タ

３
Ｌ
ａ
Ｂ
ｒ

３

（Ｃ
ｅ

）シ
ン
チ
レ

ー

シ
ョ
ン
ス
ペ
ク
ト
ロ
メ

ー

タ

（
平
成
二
四
環
告
九
五
・
一
部
改
正
）


